
はじめに

EU理事会の安全衛生に関する指令のうち，枠

組み指令（89/391/EEC） と初期の個別指令５

件 についての加盟各国における実施状況，効

果，問題点などを記載した報告書 が発表され

た。一方，英国においては，同国の安全衛生再活

性化計画についての長期ストラテジーが発表され

ている。

ここにいうまでもないことだが，事業者責任に

よる自律的対応，リスクアセスメント・マネジメ

ントによる先取り予防，労働者参加などのキーワ

ードで代表される，新しい時代における安全衛生

のグローバルスタンダードの普及は，枠組み指令

に負うところが極めて大である。英国はこのよう

な取り組みの推進において，世界を主導してきた

ところである。

このため，これらの資料の内容は，現在の世界

における主流をなす取り組みの実施状況と将来の

課題を知るために役立つものと考えられる。

資料の量が膨大なため，一部しか紹介できない

が，注１）～注９）に示すようにすべてインターネ

ットから入手できるので，関連資料も含め，原資

料をぜひご覧いただきたい。

EU枠組み指令（89/391/EEC）に関する

報告書

⑴ 加盟各国における国内法規の整備

指令に沿って，国内法規を整備する前における

各国の状態は，つぎのようであった。

・既存法規が時代遅れか，不適切であったため，

是正に多大な努力を必要とした国－ギリシャ，ア

イルランド，ポルトガル，スペイン，イタリア，

ルクセンブルグ

・既存法規の修正，補完で足りた国－オーストリ

ア，フランス，ドイツ，英国，オランダ，ベルギ

ー

・すでに内容を満たしていた国－デンマーク，フ

ィンランド，スェーデン

各国の法規の内容に関し，EU委員会と各国と

の間に調整を要する事項が多く発生したこともあ

り，整備のためには，長い期間を必要とし，いま

だに調整の必要な事項も残っている。

指令の導入によって，各国の安全衛生法規が進

歩したことは，明白である。一般的にいうならば，

先取り予防のカルチュアを浸透させるための大き

な貢献があった。

しかしながら，このような規制による効果がお

おいに発揮されているかということについては，

さまざまな問題点の存在が指摘されている。いく

つかの加盟国においては，このような概念を完全

に取り入れるためには，その前の段階において，

これに関係する人たちの行動と認識における態度

の変化が必要であるとされている。

⑵ 災害の発生状況

災害統計 は，本質的な構造変化の生じたこ

とを示している。労働者10万人当たりの休業3日

以上の災害発生件数は，1994年の4,539が，2000

年においては4,016に低下した。これは，経済構

造や仕事の形態の変化，新しい形のリスクの発生

などを考慮した上でも効果が現われているものと

考えられる。
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しかしながら，毎年5,200名の労働者が労働災

害によって命を失っているし，１年間の災害件数

は，およそ480万に達している。労働者のおよそ

14％が，年間に１回災害に遭遇しているし，毎年

失われる労働日数は，およそ１億5800万日に達し

ている。労働災害により社会全体で生ずる損失は，

GNPの2.6％と2.8％との間に達すると見積もら

れている。このようなデータは，社会政策が適切

に行われていないために，高額な経済負担の生じ

ていることを示すものである。

⑶ 情報の周知など

1994年に欧州安全衛生庁が開設され，欧州レベ

ルとしての周知活動が開始されたことにより，一

般的に，新しい規制の周知はよく進められたとさ

れている。

しかしながら，いくつかの加盟国は，この規制

の適用を確実とするためには，情報提供と助言活

動を一層推進する必要があるとしている。すべて

の企業，特に中小企業に対して，特定分野ならび

に普遍的な情報と指針の提供および適切な技術支

援の行われることが必要である。

作業形態の複雑化と労働条件の変化はますます

増大し，新しいリスクが出現して在来型のものと

共存したり，ハザードが変化したりしている。こ

れに対処するためには，安全衛生を企業経営全体

のマネジメントにその一部として組み込むことが

必要なのだが，多くの企業においては，組織構造

に欠陥があって，マネジメントシステム普及の障

害となっている。

企業側は，マネジメントシステムを導入しない

言い訳として，費用のかかることを挙げているの

に対し，行政側は完成されたシステムは必要では

なく，基本的な原理を安全衛生の面にも導入する

ことを求めているに過ぎないとしているのだが，

よく理解がされていない。

先取り予防の理念を成功させるためには，すべ

ての関係者の建設的な参加が必要であり，労働者

の参加がなければ，リスクの防止は達成されない。

情報，協議，参加，訓練の必要性が強調されてき

たが，労働者の参加を強化するための一層の努力

が必要である。

⑷ リスクアセスメントの実施状況

指令においては，体系的リスクアセスメントの

実施が重要な地位を占めるが，この実施と文書化

は不十分である。また，この実施においては，内

容が不十分であったり，表面的なものに終わって

しまうことが懸念されている。各国における実施

状況の調査例として以下の記載がある。

・1998年のデンマークにおける調査では，企業の

半数はリスクアセスメントを行っていなかった。

行っていたのは，従業員数5-19名の企業で27％。

20-49名で61％。50-199名で67％。200名以上だと

95％であった。

・ドイツの調査では，適切なリスクアセスメント

を行っていた企業は，４分の１から２分の１の間

であった。一定規模以上においては75％であった。

・オランダでは，58％の企業がリスクアセスメン

トを実施していた。20名以上の企業で80％，100

名以上で95％だが，2-9名においては，52％であ

った。

・英国では，EU指令による規制の以前から，30

％の企業がリスクアセスメントを実施しており，

指令による規制の後に実施した50％を加えると合

計80％の企業において実施された。

・リスクアセスメントを実施した内容の評価につ

いては，あいまいな状態にあり，ドイツにおける

調査では，250名以上の企業において84％が評価

を行っていたが，10名以下の企業においては30％

以下であった。

化学物質，心理的要素のように認識しにくいリ

スクへの対処が足りない，リスクアセスメント以

外の予防手段が併用されている場合に統合的な取

り組みが難しい，実施が一過性に終わり継続性に

欠けるなどの問題が挙げられている。

⑸ 専門的能力の整備

枠組み指令では，安全衛生に関する適確な能力

を有する者を企業内に置くか，または外部からこ

のような能力の提供を受けることが求められてい

る。しかし，全体的に見ると，体系的な安全衛生

への取り組みが，特に中小企業において不足して

いるし，特に南欧の諸国においては，取り組みの

行われていない企業が多いなど，多くの問題が挙
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げられている。

企業内部または外部において，労働者の保護お

よび予防のためのサービスシステムを作り出す動

きはあるのだが，EUの全体としては，適切なサ

ービスが供給される状態ではない。

また加盟国によっては，提供されるサービスの

質にいちじるしい幅がある。特に外部サービス機

関の場合においては，いちじるしい差が存在する。

サービスの状況について，各国における調査の

例として以下の記載がある。

・ベルギーでは，企業の91％がサービス機関と契

約を結んでいる。大企業の多くが企業内にサービ

ス機関を保有している。

・ドイツでは，従業員数20名以下の企業が企業数

の90％を占めるが，この半数においては，安全衛

生専門家がいない。

・フランスでは，労働者の85％が労働医学サービ

ス機関の対象となっているが，安全については対

象とされていない。

・オランダでは，97％の企業が公的認証を受けた

安全衛生サービス機関と契約を結んでいる。

・スェーデンでは，企業，公的機関の72％がサー

ビスを受けている。10名以下において45％。50名

以上において88％である。

・スペインにおいては，24％の企業において組織

的な安全衛生活動が行われていない。

・英国では，85％の企業が企業内部または外部の

安全衛生専門家による活動の対象となっている。

⑹ 中小企業と公共機関の問題

中小企業と公共機関について，特に項目を設け

て述べられている。前者に関する記述の一部を紹

介する。

EUにおいて，企業の規模は小さくなる傾向に

あり，従業員数20名以下の企業が90％を占めてい

る。多くの場合に組織の構成が明確でなく，経営

者の多くは販売，生産，財務，労務など職務の範

囲が広いため，安全衛生を企業経営全体の一環と

は考えずに，費用のかかる余計なものだとしてい

ることが多い。また大きい企業と異なり，災害に

遭遇した経験を有することが少なく，リスクの存

在についての認識が足りない。

安全衛生に対する認識が不足している主な理由

として，下記が挙げられている。

・特定分野ならびに普遍的な情報と指針の不足

・安全衛生のための能力，技術の不足

・スタッフ，経営者の基礎的訓練に必要なリソー

スの不足

・具体的なまたは特殊分野の技術支援を受けるの

が難しい

・全部の企業が大企業のような経営組織を有して

いるとの前提で規制がなされていること

・訓練や助言が，実務を知らない「象牙の塔」の

人たちからしか行われていないこと

・提供されている情報の内容が，中小企業の人た

ちには理解しにくいこと

⑺ これからの取り組み

報告書においては，下記が挙げられている。

・中小企業における適用の水準を向上させる。

・雇用者と労働者の両方が，その権利と義務を認

識し，それを行使し，守るために必要な情報と入

手するための支援とを提供する。

・指令の条項のうち， 技術の発展によって時代

遅れとなり，見直しの必要なものを特定する。

また，問題点を解決するための長期ストラテジ

ーがこの報告書とは別に示されているが，その主

な項目はつぎのようになっている。

・すぐれた個別的作業方法の普及

・経営者，従業員の教育訓練

・リスクアセスメント実施の簡便なツールの開発

・取り入れやすく，理解しやすく，平易な言葉で

書かれた情報，指針の提供

・外部からの支援を利用しやすくすること

英国の安全衛生再活性化計画

英国においては，従来からの安全衛生施策を根

本から見直し，再活性化（revitalizing）するた

めの長期ストラテジーへの取り組みが2000年から

開始されている。ストラテジーとその根拠となっ

た調査報告書が，このほど公表された。

⑴ 2010年とそれ以降の長期ストラテジー

20ページほどのカラー印刷のパンフレットに，

簡潔にまとめられている。主要な内容を紹介する。
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・ストラテジーの目的は，安全衛生問題の社会に

おける重要性の認識を高めるとともに，世界最高

の水準を確保することにある。

・関連する政府機関の活動において，方針の明示，

分担・役割の明確化により，無駄を排除する。

・安全衛生の有効なマネジメントとカルチュアの

向上が，企業経営におおいに寄与することを，社

会全体に広く認識させる。

・安全衛生問題は，専門家と一部の大企業だけの

ものと見られがちであったが，その改善に努める。

・リスクアセスメントをどこでも容易に行える実

施方法など，誰でもわかりやすい情報を提供する。

⑵ 根拠となった調査報告書

政府機関がこれまで行ってきた施策の評価

（RR196）およびこれまでは手が届かなかった中

小企業への対応策のための調査（RR197）の２編

から成る。それぞれ約100ページの膨大な資料で

ある。特に印象的な部分を紹介する。

・これまでの施策を「規制」「利益誘導」「説得」

の三つに分類して評価している。これらのバラン

スのよい使い分けが今後の課題である。

・中小企業の一般的特性として，リスクへの認識

が低く，政府機関との接触を敬遠する傾向がある。

このため，業界団体その他による情報を仲介する

機能を利用することが必要である。

・中小企業に対する情報提供は，その事業分野に

必要な事項を理解しやすい形で行う必要がある。

おわりに

執筆に当って，これらの内容の紹介が極めて難

しいことを痛感させられたが，最後に筆者が特に

感じたところを述べさせていただく。

・基本的な理念の取り入れが遅れている国々にお

いて，これを普及させるのは容易なことではない。

・先進の諸国では，成果も上がっていても，遅れ

ている国々においては，実状すら把握されていな

いことをはじめ，多くの問題がある。

・根幹となるリスクアセスメントの実施において

は，表面的あるいは一過性の実施に陥りやすいこ

と，実施する能力が特に中小企業において足りな

いことが多いこと，在来型の手段による対処との

併用が難しいことなどが挙げられている。

・遅れている国々での安全衛生の専門的能力の確

保が極めて難しい。

・中小企業を対象としたとき，極めて多くの障害

があり，大企業を相手とするのとは，まったく異

なった取り組みが必要となる。道のりの極めて遠

いことを覚悟しなければならない。

注1）EU理事会枠組み指令（89/391/EEC）の概要と全文

の和訳は，中災防国際安全衛生センターのHP http://

www.jicosh.gr.jp/Japanese/index.htmlの海外情報→安

衛法令→EUに掲載されている。（原文は，

http://europe.osha.eu.int/legislation/directives/など）

EUの安全衛生についての全体的な状況は，中災防新書

「最新・安全衛生 世界の動き」など参照。

注2）枠組み指令と併せ，下記５件の理事会指令がこの報

告書の対象となっている。(89/654)作業場，(89/655)作業

中に使用する機器，(89/656)保護具の使用，(90/269)重量

物の持ち上げによる危険，(90/270)ディスプレイスクリー

ン機器作業

注3）欧州共同体委員会による欧州議会，欧州理事会他へ

の各指令の実施状況報告書である。各指令において定期的

な報告が求められている。

http://europa.eu.int/comm/employment social/health
 

safety/publicat/com 200462en.pdf
注4）ここに示されている数値の出所

http://www.av.se/statistik/dok/0000202.pdf
 

http://www.eu-datashop.de/download/EN/inhaltsv/

thema2/accidents.pdf（災害の発生率は低下しているが

発生数は増加している。また女性における発生の率は増加

している。先進国と遅れている国との間では，発生の率に

約４倍の開きがある。EU全体の災害統計作成方法は，現

在のところ統一化されていない。）

注5）労働災害によるコストについての資料

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/302/en/

EC.IM-EN.pdf
注6）欧州安全衛生庁のHP http://europe.osha.eu.int/

においては，膨大な情報が提供されている。

注7）COM(2002)118: http://europe.osha.eu.int/sys-

tems/strategies/future/com2002en.pdf,

COM(2003)312:http://europa.eu.int/comm/employment
 

social/news/2003/jun/com2003312en.pdf
注8）長期ストラテジーと再活性化計画のページ

http://www.hse.gov.uk/aboutus/plans/index.htm
 

http://www.hse.gov.uk/revitalising/index.htm
2010年とそれ以降の長期戦略・関連の報告書

http://www.hse.gov.uk/aboutus/hsc/strategy2010.pdf
 

http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr196.htm
 

http://www.hse.gov.uk/research/rrhtm/rr197.htm
注9）桜田淳：国家の役割とは何か（ちくま新書394，2004

年３月）においては，「 喝」より「誘導」，「誘導」より

「説得」を用いるべきだとされている。
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